
 

 

令和８年度 
京都市立病院感染性産業廃棄物等処分業務 

委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人京都市立病院機構 

 
京都市立病院機構理念 

 

○ 市民のいのちと健康を守ります。 

○ 患者中心の最適な医療を提供します。 

○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。 

 

 
京都市立病院憲章 
 

◯ 質の高い安全な医療を提供するとともに、地域の医療水準の向

上に貢献します。 

◯ 患者の権利と尊厳を尊重し、心のこもった医療を提供します。 

◯ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに、

地域住民の健康の維持・増進に貢献します。 

◯ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め、健

全な病院経営に努めます。 

◯ 職員の育成に努め、職員が自信と誇りを持ち、全力で医療に従

事できる職場環境を作ります。 

 



 

第１章 総則 

１ 委託業務名称 

  令和８年度京都市立病院感染性産業廃棄物等処分業務 

 

２ 排出事業場 

  京都市立病院（京都市中京区壬生東高田町１番地の２） 

 

３ 委託業務期間（又は契約期間） 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 趣旨 

 本書は、地方独立行政法人京都市立病院機構（以下「甲」という。）が運営する京都

市立病院における「令和８年度京都市立病院感染性産業廃棄物等処分業務」の仕様書で

ある。業務の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」

という。）、その他関係法令、及び地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程を遵

守するとともに、本仕様書に基づき業務の遂行にあたること。 

 

５ 用語の定義 

監督職員とは、地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第４０条に規定する

職員をいい、この契約において京都市立病院事務局管理ＰＦＩ担当に所属する職員をい

う。 

 

第２章 委託事項 

１ 業務内容 

 甲は、業務受託者（以下「乙」という。）に対し京都市立病院から排出する産業廃棄物

（感染性産業廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず）の処分業務を委託する。 

 

２ 産業廃棄物（感染性産業廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず）の受入 

 乙は、甲が別途契約する収集運搬業者（以下「丙」という。）が表１のとおり収集運搬

する産業廃棄物（感染性産業廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず）を収集日のうち

に京都市長の許可を受けた処分施設で受け入れるものとする。 

表１ 収集頻度 

種類 収集頻度（日曜日を除く） 

感染性産業廃棄物 

鋭利物（黄） 700 ㍑／日 又は 1400 ㍑／2 日 

血液等汚染物（赤） 

その他（オレンジ） 
5,000 ㍑／日 又は 10,000 ㍑／2日 

廃プラスチック類 

その他（機密ごみを

含む） 
約２回／週 

コンテナ（８ｍ３） 約３回／月 

ガラスくず（廃プラ

スチック類を含む） 
バイアル 約４回／年 

（備考）収集作業時間：午前９時～午後４時 

 



３ 産業廃棄物（感染性産業廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず）の処分 

 受入れた廃棄物は、種類に応じ許可を受けた方法で、速やかに焼却処分等を行うこと。 

 

４ 処分予定数量 

  表２による。 

表２ 処分予定数量 

廃棄物の種類 処分予定数量 

感染性産業廃棄物 

鋭利物（黄） １７，０００㍑／月 

血液等汚染物（赤） 

その他（オレンジ） 
合計９，０００kg／月 

廃プラスチック類 

その他（機密ごみを

含む） 

１２８，０００㍑／月 

（重量 ４,２００ｋｇ／月） 

コンテナ 

（８ｍ３） 

４１６ｍ３／年 

（重量 ２１，５００ｋｇ／年） 

ガラスくず（廃プラ

スチック類を含む） バイアル 
１６ｍ３／年 

（重量 ４，０００ｋｇ／年） 

※ 処分予定数量は、令和７年１月から令和７年１２月までの実績値に基づく数値で

あり、増減する場合がある。 

 

５ 電子マニフェストの運用 

⑴ 本業務は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェ

ストシステム（以下「ＪＷＮＥＴ」という。）を利用して実施するものとする。 

⑵ 甲、乙又は丙のいずれかが電気回線の故障、天災その他やむを得ない理由によって

ＪＷＮＥＴを利用できない場合には、電子マニフェストに代えて産業廃棄物管理票（紙

マニフェスト）を使用し、当該票を購入する費用は乙が負担するものとする。 

 

６ 委託料 

⑴ 甲は、乙の請求により、業務が終了した当該期間の委託料を支払う。 

⑵ 金額は別途契約書にて定める単価に基づき算出する。 

⑶ 支払いは、１箇月単位とする。 

⑷ 年度の途中で契約の解除となった場合は、処分済の処分量により、総支払金額を算

出して支払うものとし、支払済の金額がある場合は総支払金額から支払済金額を除い

た残額を支払うものとする。 

 

７ 業務の一時停止 

⑴ 乙は、やむを得ない事由により受け入れた廃棄物の処分を一時的に行わない場合に

は、事前に甲の了解を得なければならない。 

⑵ 乙は、やむを得ない事由により上記２のとおり受入を一時的に行わない場合には、

事前に甲の了解を得なければならない。 

⑶ 乙は廃掃法施行規則第１０条の６の２に規定する事由が発生した場合には、再委託

先の紹介等、甲が行う再委託に協力しなければならない。 

 

８ 一般事項 

⑴ 乙は、仕様書に明記の無い場合又は疑義がある場合においては、監督職員と協議す

ること。 

⑵ 乙は、仕様書によることが困難な場合、監督職員と協議すること。 



 

９ 業務管理 

⑴ 乙は、処分に伴う事故について、事故原因が甲に帰すべき場合を除き、乙が責を負

うものとする。 

⑵ 乙は、業務上知り得たこと及び廃棄物に含まれる個人情報は、契約期間の内外を問

わず、甲の許可を得ずに外部に公表又は漏らしてはならない。 

 

10 契約解除時に引渡し済である廃棄物の取扱い 

 乙の義務違反により甲が契約を解除した時点で引き渡しを受けている廃棄物について

は乙の責任において処分すること。 

 

11 再委託の禁止 

⑴ 乙は、本契約に係る履行の一部又は全部を他の者に再委託してはならない。ただし、

法令の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。 

⑵ 乙がこの条項に違反したときは、本契約を解除するものとする。 

 

12 廃棄物処分乙記入欄について 

乙が最終処分を委託又は別事業所で行う場合、契約書を交わす際、中間処理の許可書

と共に最終処分地の許可書の写しを添付すること。ただし、最終処分地の許可書の写し

を添付できない場合は、契約書を交わす際、「産業廃棄物処分乙記入欄」の最終処分地の

項目（所在地・処分方法・処分能力等）を記載のうえ、提出し承諾を得ること。 

 

13 その他 

許可証の許可事項に変更があった時は、乙は、速やかにその旨を甲に通知するととも

に、変更後の許可証の写しを甲に提出すること。 



別紙１ 

  産業廃棄物   処   分   乙記入欄   

乙に関する項目について、下記の欄を記入すること。 

ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。 

乙が廃棄物の処分等 

を行う場所の所在地 □ 許可証のとおり 

乙が行う処分方法 
□ 許可証のとおり 

乙が行う処分の 

施設の処分能力 

□ 許可証のとおり 

 ※ 甲の 委 託 業 務 が 中 間 処 理 の 場 合  

最終処分地について、いずれか選択して☑を記入し、不備のないようにすること。 

□ 最終処分先の許可証の写しを添付      □ 最終処分先を下記のとおり記載 

最終処分先の所在地 

※ 名称・許可番号があれば 

必ず記載すること 

 

最終処分先の処分方法 

 

最終処分先の 

施設の処分能力 

 

 


